
慶弔及び見舞規程 
 

関東信越税理士会本庄支部  

 

（規程の趣旨）  

この規程は、支部会員等に対する慶弔見舞について定める。  

 

１．病気見舞金  

 （１）入院病臥した時      本人     １０，０００円  

 （２）疾病による相当期間業務継続が困難と認められた場合  

                        ５０，０００円  

 

２．弔慰金・花環の贈呈及び弔電の発信  

 （１）会員（支部在会年数）  １０年未満   ５０，０００円  

      （支部在会年数）  １０年以上  １００，０００円  

                花輪１基    １５，０００円相当  

 （２）配偶者         弔慰金     １０，０００円  

                             花輪１基    １５，０００円相当  

 （３）会員の親        花輪１基    １５，０００円相当  

 （４）配偶者の同居の親    花輪１基    １５，０００円相当  

 （５）同居の親族       花輪１基    １５，０００円相当  

 （６）配偶者の別居の親            弔 電  

 

３．火災・風水害の見舞金  

 （１）全焼壊                 ５０，０００円  

 （２）上記以外                ２０，０００円  

 

４．祝  事  

 （１）会員の結婚               ３０，０００円 
祝 電  

 （２）会員の第一子の誕生           １０，０００円  

 （３）勲章・褒章の受章    記念品     １０，０００円相当  

 （４）公共団体等から名誉ある賞の受賞（支部長が必要と認めたとき）  

                記念品     １０，０００円相当  

 

５．会員の餞別  

  税理士登録１０年以上の会員が業務廃止等により退会した場合  

                        ３０，０００円  

 

但し、慶弔及び見舞規程１から５までは支部会費未納者は除く。  

 

附  則  

 １ 本規程は、昭和５８年６月１日から施行する。  

 ２ 本規程の改正は、平成５年１２月１７日から施行する。  

 ３ 本規程の改正は、平成８年１２月２０日から施行する。  

  ４ 本規程の改正は、平成１０年８月２０日から施行する。  

  ５  本規程の改正は、平成２２年１月２２日から施行する。 
 ６ 本規程の改正は、平成２５年７月１９日から施行する。  


